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　J-オイルミルズでは、会社法で義務付けられている、会社の業務の適正を確保するための体制（いわゆる「内部

統制システム」）の構築の基本方針を決定しました。また、金融商品取引法で義務付けられている財務報告に関わる

内部統制システムの構築（いわゆる｢日本版SOX法対応｣）を推進しています。

　特に後者の取り組みは、近年、国内外で発生した粉飾などの不祥事や重要な会計処理の誤りを防止し、財務諸表の正

確性、信頼性を確保することを目的としており、2008年4月から法が適用されるのに伴いシステム運用を開始します。

具体的には、関連する業務内容を文書化して、当該業務に内在する不祥事発生リスクを特定し、そのリスクが発生しな

いような統制（上長の承認や記録の保管など）を行う業務フローを決定し、その業務フロー通りに業務を遂行すること

が必要になります。

　現在、関連部門が参画したプロジェクト体制でシステムを構築しています。

内部統制に関する取り組み

　安定した事業活動を行って

いくためには、企業を取り巻く

様々なリスクを把握し対応し

ていかなければなりません。

　当社では、右記の8種類のリ

スクを中心に対応しています。

リスクマネジメント（リスクの把握）

　当社は主に食用油を生産・販売する会社です。従っ

て当社のBCP※は、食用油生産に関わる生産設備、施設

が長期間に渡り使用不能となった状況を前提に作りあ

げなければなりません。

　1995年1月17日に発生した阪神・淡路大震災は、

旧ホーネンコーポレーション神戸工場、旧日本大豆製

油、旧吉原製油の工場に大きな影響をおよぼしました。

幸いにも人命的な被害は少なく、他工場および協力

業者および当時の従業員の努力により、精製工場は

1ヶ月後、抽出工場は半年後に操業再開いたしました。

　この経験を踏まえ、リスクマネジメントの一環とし

て事業への影響を最小限に抑えるためにBCPに取り組

んでいます。

　設備・建物では、まず人命優先を柱に、社宅、生産工場、事

務所などを社内の一級建築士を中心に耐震一次診断を行

い、「建物倒壊の危険度」に「倒壊した場合のリスク」を

掛け合わせて、耐震二次診断の対象設備を決定しました。

　次に耐震二次診断を専門の建築業者に依頼し、耐震

構造計算および耐震計画設計に基づき、耐震工事に着

工しています。

　また、首都圏直下の震災などに対応するため、その際の

本社機能移転の具体的シミュレーションも行っています。

事業継続計画（BCP）への取り組み

※ BCP：Business Continuity Plan（事業継続計画）
企業が被災しても重要事業を中断させず、中断しても可能な限り短期間で再開をさせ
るための計画です。 耐震工事例

● 搾油原料の調達リスク（海外調達、バイオディーゼル燃料向け植物油需要大幅増加など）
● 原材料・為替相場の影響（天候・需給バランス、石油由来の原材料費・燃料費のコストアップなど）
● 輸入関税（海外からの輸入製品の増加に伴う販売量減少など）
● 中国リスク（中国製油業者による穀物大量買付け、余剰ミールの日本への大量流入など）
● 地震などの自然災害（生産設備の毀損による業績・財政状態への影響など）
● 食品の安全性（品質の問題、安全性の問題による業績・財政状態への影響など）
● ミール製品の需要低下をおよぼす要因（鳥インフルエンザの大規模発生など）
● 国内人口の減少および少子高齢化（需要の減少による販売量の減少など）

J -オイルミルズ　CSR報告書 2007

耐震補強後の倉庫

1. 業務運営の基本方針

2.取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合する
ことを確保するための体制

3.取締役の職務の遂行に係る情報の保存・管理に関する事項

4.損失の危険の管理に関する規程その他の体制

5.取締役の職務の遂行が効率的に行われることを確保する
　 ための体制

6. J-オイルミルズグループにおける業務の適正を確保する
ための体制

7.監査役の職務を補助すべき使用人を置くことに関する事項

8.前項の使用人の取締役からの独立性に関する事項

9.監査役への報告に関する事項

10.  その他監査役の監査が実効的に行われることを確保する
　 ための体制

内部統制システム構築の基本方針
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コーポレートガバナンス

　21世紀における企業に対する社会の期待は、経済的

価値の提供だけでなく、社会的価値・環境的価値の提供

まで拡大しています。J-オイルミルズではこのような

期待に応え、企業の責任を果たし、持続的な発展を実現

していくことを業務運営の基本としています。

　当社においては、経営の監視・監督体制および内部統

制システムの整備により、経営の適法性を確固たるもの

とし、効率性を高めることが重要な課題です。さらに社

会からの信頼をより高めるために、CSR経営の推進・

コンプライアンス体制の整備・リスク管理体制の強化を

図っていきます。

コーポレートガバナンスの方針

　良き企業市民としての責任を自覚し、社会との調和を

図り、その発展に貢献する企業であるために、「J-オイル

ミルズ行動規範」を策定しました。その規範に則った

経営、企業活動が行われているかを審議するために、

2005 年11 月「企業行動委員会」を設置しました。

　また、企業行動委員会の下部組織として「リスク管理

委員会」を設置し、リスクマネジメントを通じて、リスク

および危機に強い企業体質作りに取り組んでいます。

企業行動委員会の設置

業務執行

監視

コーポレートガバナンス体制図

株 主 総 会

監査役会

経営者会議

経 営 会 議
執 行 役 員

業務執行部門

取 締 役 会

会計監査人

企業行動委員会

リスク管理委員会

選任

監査 会計監査

選任

監督

監視

決議

選任

 

研 究 部 門

生 産 部 門

営 業 部 門

コーポレート部門

社内監査役 2名
社外監査役 2名

社内取締役 8名
監　査　役 4名

 

監 査 室

総務・リスク管理部

法 務 室

CSR推進室 取　締　役 8名
執 行 役 員 2名
常勤監査役 2名CSR

リスク管理

取締役 7名
執行役員 1名
●経営者会議規程

・企業倫理
・コンプライアンス
　（独占禁止法など）

　監査役（社外・社内　各2名）は監査役会が定めた監査

の方針および業務分担に従い、業務執行の適法性・適正性

を監査しています。

　また、内部監査の体制として、代表取締役直属の監査室

を設け、業務監査を中心にチェック・指導する体制をとっ

ています。

監査役の役割および内部監査体制

　当社では、取締役へのインセンティブ付与は実施して

いませんが、株主総会での承認を受けた上で、役員賞与

を支給しています。また、取締役の報酬関係については、

全取締役の総額を開示しています。

インセンティブ（報酬関係）

ガバナンス




